
犬
の
飼
育
に
つ
い
て（
飼
い
主
の
責
任
） 

　
最
近
、
犬
の
飼
い
方
に
つ
い
て
苦
情
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
散
歩
中
や
夜
間
に
放
し
飼
い
に
し
た
り
、
歩
道
や
道
沿
い
に
犬
の
ふ
ん
が
そ
の
ま
ま
に
さ

れ
て
い
た
り
…
。

〜
犬
の
散
歩
に
つ
い
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
〜

○
犬
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

　
飼
い
主
の
責
任
と
し
て
、
ふ
ん
は
持
ち
帰
り
始
末
し
て
く
だ
さ
い
。

○
犬
の
オ
シ
ッ
コ
後
は
水
で
流
し
ま
し
ょ
う
。

　
犬
は
自
分
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
他
の
犬
に
知
ら
せ
る
た
め
、
家
の
玄
関
、
玄
関
先
の
花
壇
、

電
信
柱
な
ど
に
オ
シ
ッ
コ
を
か
け
ま
す
。
飼
い
主
さ
ん
は
散
歩
の
際
、
水
筒
等
を
持
っ
て

行
き
、
犬
が
し
た
オ
シ
ッ
コ
の
後
を
流
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
外
に
犬
を
出
す
と
き
は
必
ず
リ
ー
ド
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
他
の
犬
や
猫
と
の
ケ
ン
カ
、
拾
い
食
い
、
他
人
の
敷
地
に
入
っ
て
の
排
泄
、
他
人
の
畑
を

走
り
回
る
、
他
人
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を

破
く
な
ど
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま

す（
実
際
に
報
告
を
受
け
て
い
ま
す
）。

　
飼
い
主
さ
ん
は
自
分
の
犬
を
守
る
た
め
、

ま
た
、
周
囲
の
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ

う
に
、
犬
に
は
必
ず
リ
ー
ド
を
付
け
て
、

目
を
離
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
犬
が
好
き
な
人
、
苦
手
な
人
、
様
々
な
人

が
い
ま
す
。

　
愛
犬
の
た
め
に
も
マ
ナ
ー
を
守
り
、
犬
も

人
も
気
持
ち
良
く
日
々
を
過
ご
せ
る
よ
う
に

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

「
き
ら
め
く
地
域
づ
く
り

支
援
事
業
補
助
金
」募
集

　
平
成
30
年
度「
き
ら
め
く
地
域
づ
く
り
支
援

事
業
補
助
金
」申
請
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

　
村
民
自
ら
考
え
実
践
す
る
地
域
づ
く
り
を
積

極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
地
域
の
発
展
に
資
す

る
地
域
活
性
化
事
業
な
ど
に
対
し
、
審
査
会
を

経
て
3
つ
の
視
点（
地
域
活
力
、
環
境
保
全
、

地
域
活
動
継
承
）に
取
り
組
む
団
体
に
補
助
を

行
い
ま
す
。

■
申
請
期
限

　
6
月
29
日（
金
）

※
期
限
の
厳
守
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
審
査
会
日
時

　
7
月
13
日（
金
）※
予
定

〈
問
い
合
わ
せ
〉

政
策
企
画
課 

企
画
係

℡（
6
7
）2
2
3
0

■期　日／平成30年6月24日（日曜日）
■時　間／午後7時～（2時間）
■場　所／南阿蘇村役場 大会議室
■参加者／村民

むらづくりに対する熱い思い、アイデアをお聞かせください。

村長と語るむらづくり

〈問い合わせ〉政策企画課　℡（67）2230 〈問い合わせ〉環境対策課 環境保全係   ℡（67）3176

墓地復旧などについて、
悪質な民間業者等の宣伝にご注意ください！

　最近、墓地の復旧（墓石の修理や建て直し）について、「行政から補助が出るから」といった内容で宣伝し工事契約
を迫ったり、行政担当者の名をかたって誇大宣伝したりしている悪質な事業者がいるようです。
　墓地復旧については、あくまで共有部分に係る災害復旧工事のみが補助対象です。十分ご注意ください。

【南阿蘇村共同墓地等復旧補助金の概要】
■対象となる工事
　平成28年熊本地震により被害を受けた共同墓地等を原型復旧する

工事のうち、共有部分（通路、駐車場、外溝、水道設備、建築物など）
の復旧工事で、申請後1年以内に完了するもの

■補助の申請者
　墓地の管理者
■補助額
　対象となる工事費用の1 ／ 2（千円未満切捨て、上限1千万円）
■必要な書類等
　位置図、計画図などの設計図書、見積書（写）、被災状況のわかる写真、

墓地に係る登記事項証明書および字図または公図、その他村長が必
要と認める書類

「南阿蘇村ひと絆人材バンク」制度の開始
南阿蘇村人材登録システム

　村では、村民の多様な活動を支援することを目的に「南阿蘇村ひと絆人材バンク」制度を開始しました。
　人材バンク登録者は、原則として村内に在住または在職する20歳以上の人で、次の各号の分野について経験、
知識または技能等を有し、それを地域社会に積極的に役立てようとする意欲ある人です（行政・まちづくり・農業・
教育・環境美化・文化・芸術・ボランティア）。
　具体的には、英会話教室、絵画教室、河川清掃イベント、農作業の技術指導、教育関係会議の講師などの個人お
よび団体が登録者となります。
　利用者は、村のホームページで人材バンクに登録した内容を確認して利用することになります。
　詳しい内容については、政策企画課までお問い合わせください。

登録者
村内に在住・在勤・在学している
20歳以上の男女で、下記のよう
な活動をしている方が登録

村のホームページから登録申
請書をダウンロードして、政
策企画課に提出

行政、まちづくり、農業、教育、
スポーツ、環境美化、文化・芸術、
ボランティア

南阿蘇村
ひと絆バンク

•○○サークル
•○○教室
•○○の技術指導
•○○会議講師

利用者

登録

•村内の個人、団体など
※登録内容に興味がある場合は、

お気軽にお問い合わせくださ
い。

•ご利用は、政策企画課まで
　℡（67）2230（内線322）

※村民同士が繋がり、村民が気軽に利用できる登録制度を開始しました。ぜひご活用ください。

ホームページ等で登録情報の提供

情報
提供

登録
申請

情報
取得
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